
◎お知らせ  

就学支援金認定申請者の方へ  

就学支援金の支給を受けることとなる場合は、支給される就学支援金を授業料に  

充てることとなりますので、上記授業料を納入する必要はありません。  

口座振替納入者の方へ   

授業料の口座振替日は、各納入期限の月の25日となりますので、事前に口座残  

高の確認をしていただくようお願いします。   

なお、残高不足等により振替不能となった場合は、事務室窓口に現金で納入して  

ください。  

窓口納入者の方へ   

納期は各期間の末日となっておりますが、事務の整理上納入していただく日をご  

連絡申し上げることがありますのでご協力くださるようお願いいたします。   




